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基

準

種

別 

項目 質問 回答 
ＱＡ発出時期 

文書番号等 
番号 

H 

27 

医療連携強化

加算について 

看護職員による定期的な巡視

は、看護職員が不在となる夜間

や休日（土日など）には行われ

なくても差し支えないか。 

おおむね１日３回以上の頻度で看護職員による定期的な巡視を

行っていない日については、当該加算は算定できない。 

平成 27 年度介護

報酬改定に関する

Q＆A Vol.2 平成

27 年 4 月 30 日 

66 

H 

27 

医療連携強化

加算について 

協力医療機関との間で行う取り

決めは、利用者ごとに行う必要

があるか。それとも総括して一

般的な対応方法を取り決めてお

けばよいか。 

利用者ごとに取り決めを行う必要はない。 平成 27 年度介護

報酬改定に関する

Q＆A Vol.2 平成

27 年 4 月 30 日 

67 

H 

27 

医療連携強化

加算について 

短期入所生活介護の利用者に

は、施設の配置医師が医療的

な処置を行うものと考えるが、

医療連携強化加算において

は、利用者の主治医や協力医

療機関に優先的に連絡を取る

ことが求められているのか。 

必要な医療の提供については利用者ごとに適切に判断され、実

施されるべきものである。なお、当該加算は、急変のリスクの高い

利用者に対して緊急時に必要な医療がより確実に提供される体

制を評価するものであることから、急変等の場合には当然に配置

医師が第一に対応するとともに、必要に応じて主治の医師や協力

医療機関との連携を図るべきものである。 

平成 27 年度介護

報酬改定に関する

Q＆A Vol.2 平成

27 年 4 月 30 日 

68 

H 

27 

医療連携強化

加算について 

医療連携強化加算の算定要件

の「緊急やむを得ない場合の対

応」や「急変時の医療提供」と

は、事業所による医療提供を意

味するのか。それとも、急変時

の主治の医師への連絡、協力

医療機関との連携、協力医療

協力医療機関との間で取り決めておくべき「緊急やむを得ない場

合の対応」とは、利用者の急変等の場合において当該医療機関

へ搬送すべき状態及びその搬送方法、当該医療機関からの往診

の実施の有無等を指す。「急変時の医療提供」とは、短期入所生

活介護事業所の配置医師による医療を含め、主治の医師との連

携や協力医療機関への搬送等を意味するものである。 

平成 27 年度介護

報酬改定に関する

Q＆A Vol.2 平成

27 年 4 月 30 日 

69 



機関への搬送等を意味するも

のか。 

H 

27 

医療連携強化

加算について 

既に協力医療機関を定めてい

る場合であっても、搬送方法を

含めた急変が生じた場合の対

応について改めて事業所と協

力医療機関で書面による合意

を得る必要があるか。 

緊急やむを得ない場合の対応について、協力医療機関との間

で、搬送方法を含めた急変が生じた場合の対応について文書に

より既に取り決めがなされている場合には、必ずしも再度取り決

めを行う必要はない。 

平成 27 年度介護

報酬改定に関する

Q＆A Vol.2 平成

27 年 4 月 30 日 

70 

H 

27 

緊急短期入所

に係る加算の

見直し 

緊急利用者の受入れであれ

ば、短期入所生活介護の専用

居室や特別養護老人ホームの

空床を利用する場合のほか、静

養室でも緊急短期入所受入加

算を算定できるか。 

緊急時における短期入所であれば、それぞれにおいて加算を算

定できる。 

平成 27 年度介護

報酬改定に関する

Q＆A（平成 27 年４

月１日） 

68 

H 

27 

緊急時におけ

る基準緩和 

短期入所生活介護に係る生活

相談員、介護職員又は看護職

員の員数を算定する場合の利

用者の数は、前年度の平均値

とされているが、静養室で受け

入れた利用者の数も含めて算

出することでよいか。 

災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合と同様に、７日

（やむを得ない事情がある場合は14 日）の範囲内の利用であれ

ば、利用者の数に含めずに計算する。 

平成 27 年度介護

報酬改定に関する

Q＆A（平成 27 年４

月１日） 

69 

 

H 

27 

緊急時におけ

る基準緩和 

静養室の利用者について、利

用日数については原則７日（利

用者の日常生活上の世話を行

う家族等の疾病等やむを得な

い事情がある場合は 14 日）が

限度となるが、他の短期入所生

活介護事業所等の利用調整が

できなかった場合など、この利

用日数を超えて静養室を連続し

て利用せざるを得ない場合、そ

の日以後は報酬の算定ができ

真にやむを得ない事情がある場合には、引き続き利用し、報酬も

算定することも可能であるが、14 日を超えて利用する場合には、

定員超過利用に該当する。 

平成 27 年度介護

報酬改定に関する

Q＆A（平成 27 年４

月１日） 

70 



ず、かつ定員超過利用にあたる

と解釈してよいか。 

H 

27 

緊急時におけ

る基準緩和 

短期入所生活介護の専用居室

や、特別養護老人ホームの空

床利用を行っている場合の特

別養護老人ホームの居室に空

床がある場合であっても、緊急

利用者の希望する利用日数の

関係又は男女部屋の関係から

当該空床を利用することができ

ないときには、静養室を使用し

て短期入所生活介護を提供し

てもよいか。 

短期入所の緊急利用で静養室の利用が認められるのは、短期入

所生活介護が満床時の場合であるため、空床がある場合の利用

は想定していない。 

平成 27 年度介護

報酬改定に関する

Q＆A（平成 27 年４

月１日） 

71 

H 

27 

緊急時におけ

る基準緩和 

静養室については、設備基準

が規定されていないため、床面

積等に関係なく全ての静養室に

おいて緊急利用が可能と解釈し

てよいか。 

利用者及び他の利用者の処遇に支障がないと認められる場合

に、静養室が利用できるものであり、適切な環境になるように配

慮する必要である。 

平成 27 年度介護

報酬改定に関する

Q＆A（平成 27 年４

月１日） 

72 

H 

27 

緊急時におけ

る基準緩和 

利用者の状態や家族等の事情

により介護支援専門員が緊急

やむを得ないと認めた場合、専

用の居室以外の静養室での受

入れが可能となるが、特別養護

老人ホーム併設の短期入所生

活介護事業所で静養室を特別

養護老人ホームと兼用している

場合でも受け入れて差し支えな

いか。 

短期入所生活介護の静養室と特別養護老人ホームの静養室を

兼用している場合の静養室の利用は、短期入所生活介護及び特

別養護老人ホームの入所者の処遇に支障がない場合、行うこと

ができる。 

平成 27 年度介護

報酬改定に関する

Q＆A（平成 27 年４

月１日） 

73 

H 

27 

緊急時におけ

る基準緩和 

静養室において緊急に短期入

所生活介護の提供を行った場

合、従来型個室と多床室のどち

らで報酬を算定するのか。 

多床室の報酬を算定し、多床室の居住費（平成27 年８月以降）を

負担していただくこととなる。 

平成 27 年度介護

報酬改定に関する

Q＆A（平成 27 年４

月１日） 

74 



H 

27 

ADL･IADL の

維持・向上を

目的とした機

能訓練を実施

している事業

所の評価 

短期入所生活介護事業所を併

設している特別養護老人ホーム

において、個別機能訓練加算を

特別養護老人ホームで算定し、

併設の短期入所生活介護事業

所では機能訓練指導員の加算

を算定し、新設の個別機能訓練

加算を短期入所生活介護事業

所で算定しようとする場合、特

別養護老人ホームと短期入所

生活介護事業所を兼務する常

勤専従の機能訓練指導員を１

名配置し、それとは別に専従の

機能訓練指導員を短期入所生

活介護事業所に１名配置すれ

ば、短期入所生活介護におい

ては、機能訓練指導員の加算と

新設の個別機能訓練加算の両

方が算定できるということでよい

か。 

短期入所生活介護の「機能訓練指導員の加算」は、常勤・専従の

機能訓練指導員を配置した場合に評価されるものであるが、「個

別機能訓練加算」は利用者の生活機能の維 

持・向上を目的として、専従の機能訓練指導員が利用者に対して

直接訓練を実施するものである。 

このため、常勤・専従の機能訓練指導員とは別に専従の機能訓

練指導員を短期入所生 

活介護事業所に１名配置すれば、いずれの加算も算定すること

ができる。 

平成 27 年度介護

報酬改定に関する

Q＆A（平成 27 年４

月１日） 

75 

H 

27 

長期利用者に

対する減算に

ついて 

同一の短期入所生活介護事業

所を 30 日利用し、1 日だけ自

宅や自費で過ごし、再度同一の

短期入所生活介護事業所を利

用した場合は減算の対象から

外れるのか。 

短期入所生活介護の利用に伴う報酬請求が連続している場合

は、連続して入所しているものと扱われるため、１日だけ自宅や

自費で過ごした場合には、報酬請求が30 日を超えた日以降、減

算の対象となる。 

平成 27 年度介護

報酬改定に関する

Q＆A（平成 27 年４

月１日） 

76 

H 

27 

長期利用者に

対する減算に

ついて 

保険者がやむを得ない理由（在

宅生活継続は困難で特別養護

老人ホームの入所申請をしてい

るが空きがない等）があると判

断し、短期入所生活介護の継

続をしている場合も減算の対象

短期入所生活介護の基本報酬は、施設入所に比べ入退所が頻

繁であり、利用者の状態が安定していないことなどから、特別養

護老人ホームの基本報酬より高い設定となっているため、長期間

の利用者については、理由の如何を問わず減算の対象となる。 

平成 27 年度介護

報酬改定に関する

Q＆A（平成 27 年４

月１日） 

77 



となるか。 

H 

27 

長期利用者に

対する減算に

ついて 

平成 27 年４月１日時点で同一

事業所での連続利用が 30 日

を超えている場合、４月１日から

減算となるという理解でよいか。 

平成27 年４月１日から今回の報酬告示が適用されるため、それ

以前に30 日を超えている場合には、４月１日から減算の対象と

なる。 

平成 27 年度介護

報酬改定に関する

Q＆A（平成 27 年４

月１日） 

78 

H 

27 

長期利用者に

対する減算に

ついて 

連続して 30 日を超えて同一の

指定短期入所生活介護事業所

に入所した場合は減算の対象

となるが、特別養護老人ホーム

と併設の短期入所生活介護事

業所から特別養護老人ホーム

の空床利用である短期入所生

活介護事業所へ変わる場合は

減算対象となるか。 

実質的に一体として運営していると考えられるので、同一事業所

の利用とみなし、減算の対象とする。 

平成 27 年度介護

報酬改定に関する

Q＆A（平成 27 年４

月１日） 

79 

H 

27 

長期利用者に

対する減算に

ついて 

短期入所生活介護事業所とユ

ニット型短期入所生活介護事業

者が同一の建物内に存在し、そ

れぞれ異なる事業所として指定

を受けている場合も、算定要件

にある「同一の指定短期入所生

活介護事業所」として扱うのか。 

実質的に一体として運営していると考えられるので、同一事業所

の利用とみなし、減算の対象とする。 

平成 27 年度介護

報酬改定に関する

Q＆A（平成 27 年４

月１日） 

80 

2 

設

備 

ユニットの共

同生活室間の

壁 

ユニット型個室の特別養護老人

ホームにおけるユニットの共同

生活室間の壁を可動式のもの

にすることについてどう考える

か。 

１．ユニット型個室の特別養護老人ホームにおいては、適切なユ

ニットケアとして、 

・要介護高齢者の尊厳の保持と自立支援を図る観点から、居宅

に近い居住環境の下で、居宅における生活に近い日常生活の中

で入居者一人ひとりの意思と人格を尊重したケアを行うこと 

・小グループ（ユニット）ごとに配置された職員による、利用者一人

ひとりの個性や生活のリズムに沿ったケアの提供 

などが必要とされているところであり、そのための介護報酬の設

定もなされているものである。 

 

２．ユニットの共同生活室間の壁が可動式である場合において

23.12.1 

事務連絡 

ユニット型個室の

特別養護老人ホー

ムの設備に関する

Ｑ＆Ａについて 

1 



は、当該壁を開放して、従来型個室のような形態にしてしまうこと

も可能であり、実体上、ユニットケアとしての職員の配置（※）や入

居者の処遇が適切に行われないおそれがある。その場合、従来

型個室に比して、ユニットの介護報酬を手厚くしていること等に反

することも考えられる。 

 

（※）ユニット型個室の特別養護老人ホームにおいては、入居者

が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性（馴染みの関

係）を重視したサービスの提供が求められており、直接処遇職員

のローテーションは、基本的に当該ユニット内で固定されているこ

とが望ましい。 

 

３．したがって、ユニットの共同生活室間の壁を可動式にするな

ど、ユニットケアを損なうおそれがあると考えられるものについて

は、ユニット型個室の特別養護老人ホームの構造として適切なも

のとはいえない。 

 

3 

運

営 

送迎に要する

費用 

指定基準の「利用料等の受領

（127 条）」において，厚生労働

大臣が別に定める場合を除い

て，送迎に要する費用の支払い

を受けることができることになっ

ているが，厚生労働大臣が別に

定める場合とはどのような場合

なのか。 

厚生労働大臣が定める場合とは、「利用者の心身の状態、家族

等の事情等からみて送迎を行うことが必要とみとめられる利用者

に対して、その居宅と指定短期入所生活介護事業所との間の送

迎を行う場合」である（指定居宅サービスに要する費用の額の算

定に関する基準（平成 12 年 2 月厚生省告示第 19 号）別表の 8

の注 8）。ただし、利用者の居宅が、当該指定短期入所生活介護

事業所の「通常の送迎の実施地域」にない場合には、送迎に係る

費用のうち、通常の送迎の実施地域内における送迎に係る費用

を超える部分について、利用者から支払いを受けることは可能で

ある。 

12.4.28 事務連絡 

介護保険最新情報

vol.71 

介護報酬等に係る

Q&A vol.2 

Ⅰ

(1）

⑥1 



3 

運

営 

ショートステイ

床の特別養護

老人ホーム床

としての一時

的活用 

特別養護老人ホーム（介護老人

福祉施設）に併設される短期入

所生活介護事業所において、シ

ョートステイ利用者である福祉

の措置等による利用者を含め

たショートステイ利用者が利用

定員と同数である際に、特例入

所を受け入れることが可能であ

るのか。 

特例入所は、短期入所生活介護事業所のベッドに空床があると

きに限り認められるものであることから、現にベッドに空床がない

状態で特例入所者を受け入れることは認められない。 

 

12.11.22 

介護保険最新情報

vol.93 

ショートステイ床の

特別養護老人ホー

ム床としての一時

的活用に関する

Q&A 

5 

3 

運

営 

サービス利用

提供前の健康

診断の費用負

担とサービス

提供拒否 

サービスを提供する前に利用申

込者に対し、健康診断を受ける

ように求めることはできるか。ま

た、健康診断書作成にかかる

費用の負担はどのように取り扱

うべきか。（短期入所生活介

護、介護老人保健施設における

短期入所療養介護） 

短期入所生活介護、老人保健施設における短期入所療養介護に

ついては通常相当期間以上にわたって集団的な生活を送るサー

ビスではないことから、必ずしも健康診断書の提出等による事前

の健康状態の把握が不可欠であるとは言えないが、サービス担

当者会議における情報の共有や居宅療養管理指導による主治

医からの情報提供等によっても健康状態の把握ができない場合

に事業所として利用申込者に健康診断書の提出を求めることは

可能であり、その費用の負担については利用申込者とサービス

提供事業者との協議によるものと考える。 

しかし、そうした求めに利用申込者が応じない場合であっても、一

般的にはサービス提供拒否の正当な事由に該当するものではな

いと考えられる。 

なお、集団的なサービス提供が相当期間以上にわたる場合も考

えられるが、居宅サービスとして位置づけられ、利用者からの緊

急な申込みにも対応するという役割を担うべきことから、利用申込

者からの健康診断書の提出がない場合にもサービス提供を拒否

することは適切ではない。 

13.3.28 

事務連絡 

運営基準等に係る

Ｑ＆Ａ 

Ⅱの

1 

3 

運

営 

宿泊しない利

用 

短期入所生活介護を宿泊する

ことなく 1 日だけ利用できるか 

宿泊を伴わない短期入所生活介護は､緊急の場合であって、他

の居宅サービスを利用できない場合に限り、例外的に認められ

る。なお、宿泊を伴わない場合であっても、当該利用者について

専用のベッドが確保され、適切にサービスを提供しなければなら

ない。 

15.5.30 

事務連絡 

介護報酬に係る

Q&A 

3 



3 

運

営 

食費関係 食費については、保険外負担と

なったことから、デイサービスや

ショートステイに弁当を持ってき

てもよいのか。 

デイサービスやショートステイに利用者が弁当を持参することは、

差し支えない。 

17.9.7 全国介護保

険指定基準・監査

担当者会議資料 

平成 17 年 10 月改

定関係 Q&A 

93 

3 

運

営 

食費関係 弁当を持ってくる利用者は、デ

イサービスやショートステイの利

用を断ることはできるのか。 

利用者が弁当を持ってくることにより介護サービスの提供を困難

になるとは考えにくいことから、サービスの提供を拒否する正当な

理由には当たらないと考えている。 

17.9.7 全国介護保

険指定基準・監査

担当者会議資料 

平成 17 年 10 月改

定関係 Q&A 

94 

3 

運

営 

食費関係 突発的な事情により食事をとら

ない日が発生した場合に、利用

者負担を徴収しても差し支えな

いか。 

食費は利用者との契約で定められるものであるが､あらかじめ利

用者から連絡があれば食事を作らないことは可能であり、また、

利用者の責に帰さない事情によりやむを得ずキャンセルした場合

に徴収するかどうかは、社会通念に照らして判断すべきものと考

えている。 

17.9.7 全国介護保

険指定基準・監査

担当者会議資料 

平成 17 年 10 月改

定関係 Q&A 

95 

3 

運

営 

居住費関係 例えば、午前中にショートステイ

を退所した場合、退所日の居住

費は徴収しないことは可能か。 

利用者との契約で定められるものであり、どちらでも差し支えな

い。 

17.9.7 全国介護保

険指定基準・監査

担当者会議資料 

平成 17 年 10 月改

定関係 Q&A 

96 

3 

運

営 

居住費関係 短期入所生活介護における新

規入所者に対する経過措置の

「感染症等」の判断について、 

①医師の判断は短期入所生活

介護の利用ごとに必要になるの

か。 

②医師の判断はショートステイ

事業者が仰ぐのか。 

③医師とは、主治医、配置医師

どちらでもよいのか。 

① 原則として、利用ごとに医師の判断が必要である。ただし、当

該医師の判断に係る期間内の再利用の場合には、この限りでな

い。 

② 御指摘のとおりである。 

③ 配置医師の判断を原則とし、必要に応じて、ケアカンファレン

ス等を通じ、主治医より情報提供を受けるなどの対応をされた

い。 

17.10.27 

介護制度改革

information vol.37 

平成 17 年 10 月改

定 Q＆A(追補版)等

について  

6 



3 

運

営 

居住費関係 短期入所生活介護事業所、短

期入所療養介護事業所又は介

護保険施設(以下「介護保険施

設等」という。）から退所し、同一

敷地内にある他の介護保険施

設等又は病院に入所又は入院

した場合の補足給付の取扱い

如何。 

40 号通知の通則（2）に同―敷地内における入退所の取扱いを示

しているところであるが、居住費・食費に係る補足給付について

も、この取扱いに準じて扱われたい。 

17.10.27 

介 護 制 度 改 革

information vol.37 

平成 17 年 10 月改

定 Q＆A(追補版)等

について  

11 

3 

運

営 

食費関係 短期入所事業所の食事代を 3

食に分けて設定している事業所

で当日食事のキャンセルが発

生した場合の補足給付につい

てどのように取り扱うべきか。 

(例）食事代設定…朝食 300 円、

昼食 400 円、夕食 500 円で、利

用者負担第 3 段階の利用者

が、朝食と昼食の提供を受けた

場合、650 円が自己負担、50 円

が補足給付されることとなる

が、本人都合により昼食を摂取

しなかった場合。 

実際に本人が摂取した否かにかかわらず、事業所が契約により

食事を提供した場合には食事代を請求することは可能であり、し

たがって、御指摘の場合でも、利用者から食事代として 650 円を

徴収した場合には、50 円の補足給付が受けられる。 

17.10.27 

介 護 制 度 改 革

information vol.37 

平成 17 年 10 月改

定 Q＆A(追補版)等

について  

13 

3 

運

営 

居住費関係 支給限度額を超えて短期入所

を利用した場合、超えた日より

も後の日について補足給付の

対象となるか。また、費用の一

部について支給限度額内に収

まる場合には、その超えた日は

対象となるのか。 

支給限度額を超えた日以降については、補足給付の対象となら

ないが、費用の一部が支給限度額内に収まる場合には、その超

えた日は全額補足給付の対象となる。（介護保険法施行規則第

83 条の 5 及び第 97 条の 3） 

17.10.27 

介 護 制 度 改 革

information vol.37 

平成 17 年 10 月改

定 Q＆A(追補版)等

について  

14 



3 

運

営 

療養食加算 短期入所を利用する場合、療養

食加算の食事せんはその都度

発行するとあるが、特養併設の

短期入所の場合、利用開始日

に配置医師がおらず、在宅の主

治医に発行を依頼するケース

が多くなると思われる。こうした

場合には、その都度、利用者が

主治医から食事せんの交付を

受け短期入所事業所が主治医

に交付を依頼するのか。 

1 短期入所を利用する者のうち療養食を必要とする者に対する

食事せんについては、配置医師が交付することとする。 

2 なお、設問のような場合については、運営基準において、「短

期入所事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、

利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者

会議等を通じて利用者の心身の状況、その置かれている環境、

他の保険医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握

に努めること」とされているところであり、療養食の可能性につい

てもサービス担当者会議等を通じて把握するとともに、利用開始

日に配置医師が不在の場合は、あらかじめ、食事せんの発行を

行っておくなど適宜工夫して行われたい。 

17.10.27 

介 護 制 度 改 革

information vol.37 

平成 17 年 10 月改

定 Q＆A(追補版)等

について  

29 

3 

運

営 

日帰り利用関

係 

日帰り利用の場合のサービス

提供時間の規定は設けないの

か。 

短期入所生活介護においては、サービス提供時間については、

ケアプランにおいて位置づけられるものであり、規定は設けられ

ていない。 

18.3.22 

介護制度改革

information vol.78 

平成 18 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

67 

3 

運

営 

旧一部ユニッ

ト型事業所の

併設の取扱い 

指定介護老人福祉施設に併設

されている一部ユニット型指定

短期入所生活介護事業所が、

指定の更新の際に、２つの事業

所として指定された場合、それ

ぞれの事業所について、介護

老人福祉施設に併設する事業

所となるのか。 

それぞれの事業所が指定介護老人福祉施設に併設する事業所

となる。 

23.9.30 

事務連絡 

介護保険最新情報

vol.238 

指定居宅サービス

等の事業の人員、

設備及び運営に関

する基準の一部を

改正する省令の施

行に伴う指定、介

護報酬等の取扱い

について 

4 

3 

運

営 

緊急短期入所

加算 

措置入所の利用者は稼働率の

計算に含めてよいか。 

計算に含めることができる。なお、介護予防短期入所生活介護の

利用者も含めることができる。 

24.3.16 

介護保険最新情報

Vol.267 

H24 年度報酬改定

89 



Q&A Vol.1 

4 

報

酬 

ショートステイ

床の特別養護

老人ホーム床

としての一時

的活用 

短期入所生活介護事業所にお

いて、特例入所者を受け入れた

際の当該事業所における介護

報酬上の取扱いについてはど

のようになるのか。 

今般の特例入所を受け入れた指定短期入所生活介護事業所に

おける短期入所生活介護費に係る「月平均の利用者」の算定に

おいては、ショートステイ利用者（福祉の措置等の利用者を含む）

に特例利用者を含めるものであるから、例えば、短期入所生活介

護事業所の利用定員が 20 人の場合は、ショートステイ利用者と

特例利用者を合算した 20 名まで、又、福祉の措置等の利用者が

ある場合は、当該福祉の措置等の利用者 1 人（＝20 人×5/100）

を含めたショートステイ利用者と特例入所者を合算した数が 21 人

の範囲内までは、ショートステイ利用者の短期入所生活介護費

は、介護報酬上減算されない。 

12.11.22 

介護保険最新情報

vol.93 

ショートステイ床の

特別養護老人ホー

ム床としての一時

的活用に関する

Q&A 

6 

4 

報

酬 

連続３０日を超

える短期入所 

違続 30 日を超え短期入所の

算定を行えない日については緊

急時施設療養費、特定診療費

も算定できないか. 

算定できない. 13.8.29 

事務連絡 

介護保険最新情報

vol.116 

訪問通所サービス

及ぴ短期入所サー

ビスの支給限度額

の一本化に係る

Q&A 及び関連帳票

の記載例について 

Ⅱ1 



4 

報

酬 

連続３０日を超

える短期入所 

二つの要介護認定期間をまた

がる短期入所で、連続利用日

数が 30 日を超えた場合は報酬

算定可能か. 

二つの要介護認定期問をまたがる入所であっても、30 日を超えて

算定できない. 

13.8.29 

事務連絡 

介護保険最新情報

vol.116 

訪問通所サービス

及ぴ短期入所サー

ビスの支給限度額

の 一 本 化 に 係 る

Q&A 及び関連帳票

の記載例について 

Ⅱ3 

4 

報

酬 

連続３０日を超

える短期入所 

短期入所において、同ーサービ

ス事業所から退所した翌日入

所した場合, 算定日は連続して

いるが、運続入所とはみなさな

いと考えてよいか。 

退所の翌日入所した場合は、連続して入所しているものとしてあ

つかう. 

13.8.29 

事務連絡 

介護保険最新情報

vol.116 

訪問通所サービス

及ぴ短期入所サー

ビスの支給限度額

の 一 本 化 に 係 る

Q&A 及び関連帳票

の記載例について 

Ⅱ4 

4 

報

酬 

連続３０日を超

える短期入所 

短期入所中に転居等により保

険者が変わった場合で、その前

俊にまたがる短期入所の連続

利用が 30 日を超えた場合は報

酬算定可能か。 

保険者が変わった場合においても、30 日を超えて算定できない

{ただし月の途中で保険者が変わった場合、介護給付費明細婁は

2 件提出することとなる) 。 

13.8.29 

事務連絡 

介護保険最新情報

vol.116 

訪問通所サービス

及ぴ短期入所サー

ビスの支給限度額

の 一 本 化 に 係 る

Q&A 及び関連帳票

の記載例について 

Ⅱ5 



4 

報

酬 

送迎加算 短期入所における送迎の実施

について、通所サービスの送迎

のための乗合形式のバス等を

利用する場合は､送迎加算は算

定できるか。 

短期入所の送迎加算は、利用者の心身の状況等に応じて個別に

送迎を実施することを前提としており、事業者が画一的に時刻や

ルート等を定めてサービスのバス等に乗車させる場合は､算定で

きない。 

ただし、当該事業所の送迎が原則として個別に実施されている場

合において、利用者の人身の状況等から問題がなく、たまたま時

刻やルートが重なったなどの場合に限り､乗合形式で送迎を行っ

てもよい。 

15.5.30 

事務連絡 

介護報酬に係る

Q&A 

1 

4 

報

酬 

送迎加算 短期入所事業所等を退所した

その日に他の短期入所事業所

に入所する場合の送迎加算の

算定について 

短期入所の送迎加算については、利用者の心身の状況、家族等

の事情等から見て送迎を行うことが必要と認められる利用者に対

して､原則として、送迎車により利用者の居宅まで個別に送迎する

場合について算定されるものであり、短期入所サービス費の算定

の有無にかかわらず、事業所間を直接移動した場合には送迎加

算は算定できない。 

15.5.30 

事務連絡 

介護報酬に係る

Q&A 

2 

4 

報

酬 

ユニット型個

室等 

本年 9 月 30 日から 10 月にかけ

てショートステイの従来型個室

利用者には平成 21 年度までの

間ずっと多床室の報酬が適用さ

れるのか。 

ショートステイの利用者の従来型個室に係る経過措置について

は、当該利用者が退所するまでの間のみ適用されるものであり、

いったん退所した後には当該利用者に対して当該経過措置が適

用されることはない。 

17.9.7 全国介護保

険指定基準・監査

担当者会議資料 

平成 17 年 10 月改

定関係 Q&A 

23 

4 

報

酬 

療養食加算 ショートステイを数回利用する

場合、療養食加算の食事せん

はその都度発行となるのか。 

短期入所生活（療養）介護の利用毎に食事せんを発行することに

なる。 

17.9.7 全国介護保

険指定基準・監査

担当者会議資料 

平成 17 年 10 月改

定関係 Q&A 

89 

4 

報

酬 

緊急短期入所

ネットワーク加

算 

連携する事業者は、同一法人

の事業者のみでもよいか。 

緊急的な短期入所者に対応するため複数の短期入所事業者が

連携して緊急に指定短期入所サービスを受け入れる体制を整備

している事業所に対し、連携に係る費用等の加算を認めていると

ころであり、同一法人のみの事業所の連携だけでは加算の対象

とはならない。 

18.3.22 

介護制度改革

information vol.78 

平成 18 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

59 

H24 

削除 



4 

報

酬 

緊急短期入所

ネットワーク加

算 

連携する地域の範囲はどの程

度か。 

緊急短期入所ネットワーク事業は、緊急的な短期入所者に対応

するため複数の短期入所事業者が連携して緊急に指定短期入所

サービスを受け入れる体制を整備することを求めており、連携の

範囲については、この趣旨や地域の実態等を踏まえ判断願いた

い 

18.3.22 

介 護 制 度 改 革

information vol.78 

平成 18 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

60  

H24 

削除 

4 

報

酬 

緊急短期入所

ネットワーク加

算 

連携体制の整備について施設

間で連携取り交わし書などが必

要か。 

緊急的な利用ニーズの調整窓□の明確化や情報の共有、緊急

対応に対応するための事例検討などを行う機会を定期的に設け

る等の連携体制を構築していただくこととしていることから、連携

施設間でその方法等を検討していただくことが必要と思われる。 

18.3.22 

介 護 制 度 改 革

information vol.78 

平成 18 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

61  

H24 

削除 

4 

報

酬 

緊急短期入所

ネットワーク加

算 

緊急短期入所ネットワークで加

算は緊急入所の利用者にのみ

算定するのか、それとも利用者

全員に算定するのか。 

緊急の利用者が利用した場合その利用者に対し加算を行う。 18.3.22 

介 護 制 度 改 革

information vol.78 

平成 18 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

62  

H24 

削除 

4 

報

酬 

緊急短期入所

ネットワーク加

算 

緊急短期入所ネットワークで加

算の対象である利用者の「介護

者の介護を受けることができな

い」者とは誰が判断するのか。 

緊急短期入所ネットワーク事業を利用する場合は、利用者の依

頼を受けて介護支援専門員等を通じ、短期入所サービスを利用

することとなるが、緊急短期入所ネットワーク加算の対象となる場

合は、利用の理由､期間、緊急受入後の対応などの事項を記録し

ておく必要がある。 

18.3.22 

介 護 制 度 改 革

information vol.78 

平成 18 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

63  

H24 

削除 

4 

報

酬 

緊急短期入所

ネットワーク加

算 

「利用者の心身の状況等を把握

していること」とあるが、介護し

ている家族の入院等により緊急

受け入れをした際、利用者の心

身の状況等を把握しなければ

加算が算定されないか。 

加算の算定要件ではないが、サービス提供に当たっては、たとえ

緊急な利用であることから事前の把握が困難であっても、できる

限り速やかに利用者の心身の状況等を居宅介護支援事業者等

から聴取しておく必要がある。 

18.3.22 

介 護 制 度 改 革

information vol.78 

平成 18 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

64  

H24 

削除 

4 

報

酬 

夜間看護体制

加算 

訪問看護ステーションと連携し

て 24 時間連絡体制の確保を

し、必要に応じて健康上の管理

等を行う体制にあれば、実際に

管理を必要としない利用者に対

しても算定されるのか。 

夜間看護体制加算は、短期入所生活介護事業所において、訪問

看護ステーション等と連携して夜間における 24 時間連絡体制の

確保等により、必要に応じて健康上の管理等を行うことを目的とし

た加算であり、体制が整備されている事業所に入所した利用者全

員に加算する。 

18.3.22 

介 護 制 度 改 革

information vol.78 

平成 18 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

65 



4 

報

酬 

在宅中重度受

入加算 

短期入所生活介護費における

在宅中重度受入加算の算定

は、訪問看護事業所の看護師

が来た日についてのみ算定す

るのか。 

御指摘のとおりである。 18.3.22 

介護制度改革

information vol.78 

平成 18 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

66 

4 

報

酬 

介護予防サー

ビス等の介護

報酬の算定等 

介護予防短期入所生活介護又

は介護予防短期入所療養介護

を利用している者が、当該サー

ビスの利用日以外の日におい

て、介護予防訪問介護等の月

当たり定額報酬の介護予防サ

ービスを利用する場合、介護予

防訪問介護費等の算定の可否

如何。 

1 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基

準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 18 年 3 月 17

日付け老計発第 0317001 号・老振発第 0317001 号・老老発第

0317001 号）において､介護予防短期入所生活介護又は介護予防

短期入所療養介護を利用している者についても、介護予防訪問

介護費等は算定しない旨示している。 

2 問のような場合には、介護予防訪問介護等に係る介護報酬に

ついては、1 月から介護予防短期入所生活介護又は介護予防短

期入所療養介護の利用日数を減じて得た日数により日割りで請

求することとしている。 

20.4.21 

事務連絡 

介護療養型老人保

健施設に係る介護

報酬改定等に関す

る Q&A 

21 

H26 

削除 

4 

報

酬 

栄養管理体制

加算（施設サ

ービス・短期入

所サービス） 

管理栄養士又は栄養士を配置

したことに対する栄養管理体制

加算が包括化されたが、どのよ

うに考えればいいのか。 

今回の改定では、常勤の管理栄養士又は栄養士により利用者の

年齢、心身の状況に応じた適切な栄養量及び内容の食事提供を

行う体制への評価を行っていた栄養管理体制加算については基

本サービス費への包括化を行ったところである。 

これは、当該加算の算定状況等を踏まえ、報酬体系の簡素化等

の観点から行ったものであり、包括化を行っても利用者の栄養状

態の管理の重要性は変わらないものであることから、各事業所に

おいては、引き続き、これを適切に実施できる体制を維持するこ

と。 

21.3.23 

介護保険最新情報

vol.69 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

17 

4 

報

酬 

療養食加算

（施設サービ

ス・短期入所

サービス） 

療養食加算のうち、貧血食の対

象となる入所者等について、原

因が鉄分の欠乏に由来する者

とは。 

対象となる者は、その貧血の原因が鉄分の欠乏に由来すると医

師が認める者である。 

21.3.23 

介護保険最新情報

vol.69 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

18 



4 

報

酬 

夜勤職員配置

加算（施設サ

ービス・短期入

所サービス） 

(夜勤職員配置加算）ユニットや

専門棟がある場合の取扱いは

どうすべきか。 

施設全体に対しての加算であるが、一部ユニット型については、

ユニット部分及び多床部分それぞれで要件を満たす必要があるこ

と。なお、この場合にあっては、要件を満たしている部分に対して

加算を算定するものであること。専門棟についても同様である。 

21.3.23 

介護保険最新情報

vol.69 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

19 

4 

報

酬 

日常生活継続

支援加算 

入所者に対する介護福祉士の

配置割合を算出する際の入所

者数や、要介護度や日常生活

自立度の割合を算出する際の

入所者には、併設のショートス

テイの利用者を含め計算すべき

か。空床利用型のショートステ

イではどうか。 

当該加算は介護老人福祉施設独自の加算であるため、併設・空

床利用型の別を問わず、ショートステイの利用者は含まず、本体

施設である介護老人福祉施設の入所者のみに着目して算出すべ

きである。  

21.3.23 

介護保険最新情報

vol.69 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

73 

4 

報

酬 

日常生活継続

支援加算 

介護福祉士の配置割合を算定

する際に、ショートステイを兼務

している介護福祉士はどのよう

な取扱いとするか。  

併設型のショートステイと兼務している職員については、勤務実

態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により、当

該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイそれぞれに割り

振った上で（例：前年度の入所者数平均が 40 人の本体施設と 10 

人のショートステイの間で均等に兼務している場合は常勤換算で

それぞれ 0.8 人と 0.2 人とするなど）、本体施設での勤務に係る

部分のみを加算算定のための計算の対象とする。その際、実態

として本体施設と併設のショートステイにおける勤務時間が 1：1 

程度の割合で兼務している介護福祉士を本体施設のみにおいて

カウントするなど、勤務実態と著しく乖離した処理を行うことは認

められない。 

空床利用型のショートステイについては、ショートステイに係る業

務を本体施設における業務と分離して考えることは困難であるた

め、特に按分を行わず、本体施設に勤務する職員として数えて差

し支えない。 

21.3.23 

介護保険最新情報

vol.69 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

74 



4 

報

酬 

日常生活継続

支援加算 

本体施設である介護老人福祉

施設において日常生活継続支

援加算を算定している場合、併

設するショートステイにおいてサ

ービス提供体制強化加算の算

定は可能か。空床利用型ショー

トステイではどうか。  

可能である。具体的には、併設型ショートステイについては、本体

施設と兼務する職員について、勤務実態、利用者数、ベッド数等

に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本

体施設とショートステイそれぞれに割り振った上で、ショートステイ

に係る職員についてサービス提供体制強化加算の算定基準を満

たす場合、空床利用型ショートステイについては、本体施設がサ

ービス提供体制加算の算定要件を満たす場合に、それぞれ同加

算を算定することができる。 

 なお、このような処理をすることにより、空床利用型のショートス

テイと併設型のショートステイで加算算定の有無や算定する加算

の種類が異なる場合も生じうることになる。  

さらに、本体施設と異なる加算を算定する場合は、空床利用型シ

ョートステイであっても、本体施設とは別途、体制の届出が必要と

なるので留意されたい。  

21.3.23 

介護保険最新情報

vol.69 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

75 

4 

報

酬 

日常生活継続

支援加算 

介護福祉士の配置割合の要件

については、入所者は前年度

の平均、介護福祉士の人数は

直近３月間における平均を用い

るとのことであるが、計算方法

を具体例でお示しいただきた

い。  

平成21 年4 月から加算を算定しようとする場合の算定方法は以

下のとおり。  

・ 原則として前月である平成 21 年 3 月中に届出を行うこととな

るため、「届出日が属する月の前 3 月」は、平成 20 年 12 月、平

成 21 年 1 月、同年 2 月の 3 月となる。  

・ この 3 月における介護福祉士の常勤換算人数の平均が、当該

年度（届出日の属する年度＝平成 20 年度）の前年度である平成

19 年度の入所者数の平均を６で除した値（端数切り上げ） 以上

であれば加算を算定可能。  

 

H20.12～H21.2 介護福祉士数平均（※） ≧ H19 年度入所者数

平均 ÷ 6 （端数切り上げ） 

（※）H20.12～H21.2 の介護福祉士数平均 

＝（H20.12 介護福祉士常勤換算数＋ H21.1 介護福祉士常勤換

算数＋ H21.2 介護福祉士常勤換算数）÷３ 

 

なお、平成 21 年 4 月に届出を行う場合は、届出日の属する年度

の前年度は平成 20 年度となるため、以下の算式となる。 H21.1

21.3.23 

介護保険最新情報

vol.69 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

76 



～H21.3 介護福祉士数平均 ≧H20 年度入所者数平均 ÷6（端

数切り上げ）  

4 

報

酬 

サービス提供

体制強化加算 

介護老人福祉施設と併設のショ

ートステイを一体的に運営して

いる場合、加算の算定基準とな

る職員の割合は一体的に算出

すべきか、別個に算出すべき

か。両方を兼務している職員を

どちらか一方に寄せてカウント

することは可能か。  

本体施設と併設のショートステイを兼務している職員については、

勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法に

より当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割り振

った上で、本体施設とショートステイそれぞれについて割合を算出

し、加算の算定の可否を判断することが望ましい。ただし、大多数

の職員が特養と併設ショートステイを均等に兼務しているような場

合は、本体施設とショートステイで一体的に算出した職員の割合

を、本体施設とショートステイの両方について用いても差し支えな

い。  

また、実態として本体施設のみに勤務している職員を本体施設の

みでカウントすることは差し支えないが、実態として本体施設とシ

ョートステイを兼務している職員を本体施設かショートステイいず

れか一方のみにおいてカウントするなど、勤務実態と乖離した処

理を行うことは認められない。  

21.3.23 

介護保険最新情報

vol.69 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

77 



4 

報

酬 

看護体制加算 本体施設である介護老人福祉

施設と併設のショートステイに

ついて、一体的に加算を算定で

きるのか。  

本体施設と併設のショートステイそれぞれについて別個に加算算

定の可否を判断する。すなわち、看護体制加算（Ⅰ）では本体施

設と併設のショートステイでそれぞれ常勤の看護師を 1 人ずつ配

置している場合、看護体制加算（Ⅱ）では本体施設と併設のショー

トステイでそれぞれ常勤換算で 25：1 以上、かつ本体施設では最

低基準に加え 1 以上の看護職員を配置している場合に、算定可

能となる。  

その際、看護体制加算（Ⅱ）については、本体施設と併設のショー

トステイを兼務している看護職員は、勤務実態、利用者数、ベッド

数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数

を本体施設とショートステイに割り振った上で、本体施設とショート

ステイそれぞれについて加算の算定の可否を判断することとな

る。 

なお、空床利用型ショートステイについては、加算（Ⅰ）、（Ⅱ）と

も、本体施設において加算の算定基準を満たしていれば空床利

用型ショートステイについても加算を算定することができる。  

21.3.23 

介護保険最新情報

vol.69 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

78 

4 

報

酬 

看護体制加算 本体施設と併設のショートステ

イの両方で看護体制加算（Ⅰ）

を算定する場合、ショートステイ

の看護師は本体施設の業務に

従事してはいけないのか。  

本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算（Ⅰ）を算

定する場合、本体施設とショートステイそれぞれを担当する常勤

の看護師が定められていることが必要であるが、ショートステイを

担当する常勤看護師が、ショートステイにおける業務に支障のな

い範囲で本体施設における業務に従事することを妨げるものでは

ない。本体施設を担当する常勤看護師がショートステイの業務に

従事する場合も同じ。  

21.3.23 

介護保険最新情報

vol.69 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

79 

4 

報

酬 

看護体制加算 本体施設と併設のショートステ

イを通じて常勤看護師が 1 人し

かいないが、その 1 人が特養と

ショートステイの両方を均等に

兼務している場合、本体施設と

併設のショートステイのどちらで

看護体制加算（Ⅰ）を算定する

かは事業者の選択によるものと

解してよいか。  

本体施設と併設のショートステイのどちらで看護体制加算（Ⅰ）を

算定するかは事業者の選択として構わないが、算定することとし

た方の事業所を主として勤務を行うべきである。  

21.3.23 

介護保険最新情報

vol.69 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

80 



4 

報

酬 

看護体制加算 本体施設 50 床＋併設ショート

ステイ 10 床の施設が看護体制

加算を算定しようとする場合、

本体施設である介護老人福祉

施設については 31 人～50 人

規模の単位数を算定できるの

か。  

定員規模に係る要件は介護老人福祉施設のみの定員に着目し

て判断するため、お見込みどおり。なお、この取扱いは夜勤職員

配置加算についても同様である。  

21.3.23 

介護保険最新情報

vol.69 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

81 

4 

報

酬 

看護体制加算 利用者数 20 人～25 人のショー

トステイでは、常勤の看護職員

を 1 人配置すれば看護体制加

算（Ⅱ）を算定できると考えてよ

いか。  

ショートステイとして常勤換算で 1 人以上配置すればよいので、お

見込みどおり。 

21.3.23 

介護保険最新情報

vol.69 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

82 

4 

報

酬 

看護体制加算 機能訓練指導員が看護師であ

る場合、看護体制加算（Ⅱ）の

看護職員配置に含められるか。

看護体制加算（Ⅰ）については

どうか。  

看護体制加算（Ⅱ）については、当該機能訓練指導員が看護職

員としての業務に従事している実態があれば、当該業務に係る勤

務時間を常勤換算の看護職員数の中に含めることは可能であ

る。 

看護体制加算（Ⅰ）については、看護職員としての業務以外の業

務に従事する看護師によって同加算を算定することは望ましくな

い。  

21.3.23 

介護保険最新情報

vol.69 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

83 

4 

報

酬 

夜間職員配置

加算 

ショートステイが併設の場合、

本体特養と併設のショートステ

イで合わせて夜勤職員を 1 人

以上加配していれば算定可能

か。  

そのとおりである。ただし、本体施設と併設のショートステイのうち

一方がユニット型で他方が従来型であるような場合については、

それぞれにおいて 1 人以上ずつ夜勤職員を加配していることが

必要である。  

21.3.23 

介護保険最新情報

vol.69 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

84 

4 

報

酬 

夜間職員配置

加算 

一部ユニット型施設では、ユニ

ット部分と従来型部分それぞれ

で最低基準＋１人以上の夜勤

職員の配置が必要ということ

か。  

そのとおりである。  21.3.23 

介護保険最新情報

vol.69 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

85 

H24 

削除 



4 

報

酬 

夜間職員配置

加算 

ユニット型施設で夜間職員配置

加算を算定する場合、例えば 6 

ユニットの施設では、2 ユニット

につき 2 人＝6 人の夜勤職員

が必要ということではなく、2 ユ

ニットにつき 1 人＋1 人＝4 人

以上の夜勤職員配置があれば

加算を算定可能という理解でよ

いか。  

そのとおりである。 21.3.23 

介護保険最新情報

vol.69 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

86 

4 

報

酬 

夜間職員配置

加算 

一部ユニット型施設について、

施設全体ではなく、ユニット部分

と従来型部分それぞれで最低

基準＋１人以上の配置が必要

としているのはなぜか。 

一部ユニット型施設においては、例えばユニット部分で 1 人の夜

勤職員を加配した場合、その職員が従来型部分においても勤務

することは通常は困難と考えられることから、ユニット部分と従来

型部分それぞれで加配を要することとしたもの。 

なお、これに伴い、定員規模に関する要件についても、ユニット部

分と従来型部分それぞれの定員規模に着目して適用することとし

ており、例えばユニット部分の定員が 50 人以下であれば、当該

部分については定員 31 人～50 人規模の施設と同じ単位数が適

用となる（ただし、施設全体の定員数が 30 人である場合につい

ては定員 30 人又は 51 人以上の施設と同じ単位数が適用され

る）。 

21.3.23 

介護保険最新情報

vol.69 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

87 

 H24 

削除 

4 

報

酬 

夜間職員配置

加算 

一部ユニット型施設のユニット

部分又は従来型部分の定員が

30 人であった場合は、当該部

分には「定員 31 人～50 人」の

単位数と「定員 30 人又は 51 人

以上」の単位数のいずれが適

用されるのか。 

定員 31 人～50 人規模の施設と同じ単位数が適用される。また、

ユニット部分又は従来型部分の定員が 29 人以下である場合に

ついても同様である（ただし、施設全体の定員数が 30 人である

場合については、定員 30 人又は 51 人以上の施設と同じ単位数

が適用される）。  

21.3.23 

介護保険最新情報

vol.69 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

88 

4 

報

酬 

夜間職員配置

加算 

夜勤基準を 1 人以上上回らな

ければならないとは、基準を満

たした上で、加配分の 1 人は同

じ人間が夜勤の時間帯を通じて

勤務しなければならないという

夜勤職員配置加算の基準については、夜勤時間帯（午後 10 時

から翌日の午前 5 時までを含む連続した 16 時間）における 1 月

の看護・介護職員の延夜勤時間数をその月の日数×16 時間で割

った人数（1 日平均夜勤職員数）を元に判断する。このため、何

人かが交代で勤務していても、延夜勤時間数が必要な時間数を

21.3.23 

介護保険最新情報

vol.69 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

89 



ことか。  満たしていれば算定が可能である。  

4 

報

酬 

夜間職員配置

加算 

1 日平均夜勤職員数を算出する

ための延夜勤時間数には、早

出・遅出や日勤帯勤務の職員

の勤務時間も含められるのか。  

本加算は、深夜の時間帯のみならず、特に介護量が増加する朝

食、夕食及びその前後の時間帯を含む夜勤時間帯全体における

手厚い職員配置を評価するものであり、その施設が設定した夜勤

時間帯において勤務した時間であれば、早出・遅出及び日勤帯

勤務の職員の勤務時間も延夜勤時間数に含めることは可能であ

る。ただし、加算を算定可能とすることを目的として、例えば「22 時

から翌日 14 時まで」のような極端な夜勤時間帯の設定を行うべ

きではなく、夜勤時間帯の設定は、例えば「17 時から翌朝 9 時ま

で」のような朝食介助・夕食介助の両方を含む設定を基本としつ

つ、勤務実態等から見て合理的と考えられる設定とすべきであ

る。 

ただし、夜勤職員配置の最低基準が 1 人以上とされている入所

者が25 人以下の施設については、いわゆる「1人夜勤」の負担を

緩和する観点から、深夜の時間帯において職員を加配する（夜勤

職員を 2 人以上とする）ことにより加算の算定要件を満たすこと

が望ましい。  

21.3.23 

介護保険最新情報

vol.69 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

90 

4 

報

酬 

夜間職員配置

加算 

延夜勤時間数には純粋な実働

時間しか算入できないのか。休

憩時間はどのように取り扱えば

いいのか。  

通常の休憩時間は、勤務時間に含まれるものとして延夜勤時間

数に含めて差し支えない。ただし、大半の時間において仮眠をと

っているなど、実態として宿直に近い状態にあるような場合につい

てまで含めることは認められない。  

21.3.23 

介護保険最新情報

vol.69 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

91 

4 

報

酬 

夜間職員配置

加算 

介護予防短期入所生活介護に

ついてのみ夜勤職員の配置に

対する加算を設けていないのは

なぜか。  

夜勤職員の手厚い配置に対する評価は夜勤の負担の過重さに

配慮したものであるのに対し、介護予防短期入所生活介護では、

利用者に医療ニーズ、認知症による問題行動等がある場合を想

定しにくく、相対的に夜勤の負担が過重と認められないため、加

算において評価はしないこととした。  

21.3.23 

介護保険最新情報

vol.69 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

92 



4 

報

酬 

若年性認知症

利用者受入加

算 

一度本加算制度の対象者とな

った場合、６５歳以上になっても

対象のままか。  

６５歳の誕生日の前々日までは対象である。  21.3.23 

介護保険最新情報

vol.69 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

101 

4 

報

酬 

若年性認知症

利用者受入加

算 

担当者とは何か。定めるにあた

って担当者の資格要件はある

か。 

若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介

護職員の中から定めていただきたい。人数や資格等の要件は問

わない。  

21.3.23 

介護保険最新情報

vol.69 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

102 

4 

報

酬 

認知症行動・

心理症状緊急

対応加算  

 緊急短期入所ネットワーク加

算との併算定は可能か。  

緊急短期入所ネットワーク加算は、地域のショートステイ事業者

がネットワークを組み、空床情報の共有を図るための体制整備に

対する評価であり、認知症行動・心理症状緊急対応加算は受入

れの手間に対する評価であることから併算定は可能である。  

21.3.23 

介護保険最新情報

vol.69 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

109 

H24 

削除 

4 

報

酬 

認知症行動・

心理症状緊急

対応加算  

入所が予定されており、入所予

定期間と実際の緊急入所の期

間が重なっている場合であって

も、本来の入所予定日前に緊

急に入所した場合には、７日分

算定が可能か。  

当初の入所予定期間も含め、認知症行動・心理症状により緊急

に入所した日から７日間以内で算定できる。  

21.3.23 

介護保険最新情報

vol.69 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

110 

4 

報

酬 

認知症行動・

心理症状緊急

対応加算  

入所予定日当日に、予定してい

た事業所に認知症行動・心理症

状で入所した場合は算定できる

か。  

本加算制度は予定外で緊急入所した場合の受入れの手間を評

価するものであることから、予定どおりの入所は対象とならない。  

21.3.23 

介護保険最新情報

vol.69 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.1) 

111 

4 

報

酬 

療養食加算 療養食加算の対象となる脂質

異常症の入所者等について、

薬物療法や食事療法により、血

液検査の数値が改善された場

合でも、療養食加算を算定でき

るか。 

医師が疾病治療の直接手段として脂質異常症食にかかる食事せ

んの発行の必要性を認めなくなるまで算定できる。 

21.4.17 

介護保険最新情報

vol.79 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.2) 

10 



4 

報

酬 

夜勤職員体制

加算 

本体施設が指定介護老人福祉

施設以外であるショートステイ

（短期入所生活介護）につい

て、夜勤職員体制加算の基準

を満たすかどうかについての計

算方法はどのように行うのか。  

本体施設が指定介護老人福祉施設以外である場合については、

夜勤職員の配置数の算定上も一体的な取扱いがなされていない

ことから、本体施設とショートステイを兼務している職員について、

勤務実態、利用者数、ベッド数等により按分した上で、ショートス

テイについて加算要件を満たすかどうかを本体施設とは別個に判

断することとなる。  

21.4.17 

介護保険最新情報

vol.79 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.2) 

33 

4 

報

酬 

看護体制加

算・サービス提

供体制加算 

短期入所生活介護における看

護体制加算・サービス提供体制

加算等において、人員配置の

状況によっては、当該短期入所

生活介護事業所の空床部分と

併設部分で加算の算定状況が

異なることがありうるが、その場

合、どちらを利用するかについ

ては施設が決めてよいのか。  

利用者に対し空床利用部分と併設部分の利用料の違いと体制の

違いについて説明した上で、利用者の選択に基づく適切な契約に

よるべきである。  

21.4.17 

介護保険最新情報

vol.79 

平成 21 年 4 月改定

関係 Q＆A(vol.2) 

35 

4 

報

酬 

連続３０日を超

える短期入所 

区分支給限度基準額を超えて

短期入所療養介護を利用して

いる月において、緊急時施設療

養費、特定診療費がある場合、

どこまでを支給限度基準内とみ

なして請求可能か。 

区分限度管理対象となる単位数を日別に積み上げて、支給限度

基準額を使い切った翌日からは保険給付対象とならない。 

13.8.29 

事務連絡 

介護保険最新情報

vol.116 

訪問通所サービス

及ぴ短期入所サー

ビスの支給限度額

の 一 本 化 に 係 る

Q&A 及び関連帳票

の記載例について 

Ⅱ2 

4 

報

酬 

連続３０日を超

える短期入所 

短期入所について区分限度を

超えて全額利用者負担がある

月から、翌月まで入所を継続し

て連続利用が 30 日を超えた場

合は連続して入所していたもの

とみなされるか。 

区分限度を超えて利用者全額負担があった場合も通算して連続

利用とみなし、30 日を超えて報酬算定することはできない。 

13.8.29 

事務連絡 

介護保険最新情報

vol.116 

訪問通所サービス

及ぴ短期入所サー

ビスの支給限度額

Ⅱ6 



の 一 本 化 に 係 る

Q&A 及び関連帳票

の記載例について 

4 

報

酬 

緊急短期入所

加算 

緊急短期入所体制確保加算の

要件における「算定日の属する

月の前３月間」とは具体的にど

の範囲なのか。 

緊急短期入所体制確保加算については、届出が受理された日が

属する月の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は

当該月）から算定を開始するものであり、「算定日が属する月前３

月間」とは、原則として、算定を開始する月の前月を含む前３月間

のことをいう。 

ただし、算定を開始する月の前月の状況を届け出ることが困難で

ある場合もあることから、算定を開始する月の前々月末までの状

況に基づき届出を行う取扱いとしても差し支えない。 

例えば、平成２４年４月から加算を算定しようとする場合は、平成

２４年１月から３月までの状況を届け出るものであるが、３月の状

況を届け出る事が困難である場合は、平成２３年１２月から平成２

４年２月までの状況を３月中に届け出ることも可能である。 

なお、当該要件は、老企４０号において規定しているとおり、届出

を行う際に満たしていればよいこととしているため、上記の例の場

合、２月までの実績に基づいて届出を行ったことをもって、要件を

満たすことが確定するものであり、仮に平成２４年１月から３月ま

での実績が要件を下回った場合であっても、加算が算定されなく

なるものではない。 

24.3.16 

介護保険最新情報

Vol.267 

H24 年度報酬改定

Q&A Vol.1 

88 

4 

報

酬 

緊急短期入所

加算 

緊急短期入所体制確保加算に

ついて、居宅介護支援事業所

や近隣の他事業所と情報共有

及び空床情報の公表に努める

こととされているが、具体的に

はどのような情報共有や空床情

報なのか。 

関係機関で情報を共有することによって、真に必要な緊急利用が

促進されるという観点から、定期的に情報共有や事例検討などを

行う機会を設けるなど関係機関間で適切な方法を検討していただ

きたい。また、公表する空床情報については、緊急利用枠の数や

確保されている期間、緊急利用枠以外の空床情報など、緊急利

用者の受入促進及び空床の有効活用を図るために必要な情報と

し、事業所のホームページ等のほかに介護サービス情報公表シ

ステム（平成２４年１０月から新システムが稼働予定）も活用しな

がら公表に努められたい。なお、近隣の範囲については地域の実

態等を踏まえて適切に判断されたい。 

短期入所療養介護における緊急短期入所受入加算についても同

24.3.16 

介護保険最新情報

Vol.267 

H24 年度報酬改定

Q&A Vol.1 

90 



様とする。 

4 

報

酬 

緊急短期入所

加算 

当初から居宅サービス計画に

位置づけて予定どおり利用して

いる利用者について、家族等の

事情により急遽、緊急的に延長

した場合に緊急短期入所受入

加算は算定できるか。 

算定できない。 24.3.16 

介護保険最新情報

Vol.267 

H24 年度報酬改定

Q&A Vol.1 

91 

4 

報

酬 

緊急短期入所

加算 

特養の空床利用部分と併設部

分がある事業所において、利用

者が当初、併設部分を緊急利

用して緊急短期入所受入加算

を算定していたが、事業所内の

調整で空床部分のベッドに移動

した場合、当該加算は引続き算

定できるのか。 

空床部分の利用者は、緊急短期入所体制（受入）加算の対象と

はならないので、空床部分に移動した日後において当該加算は

算定できない。なお、移動日は併設部分にいるので、当該加算は

算定可能である。 

24.3.16 

介護保険最新情報

Vol.267 

H24 年度報酬改定

Q&A Vol.1 

92 

4 

報

酬 

緊急短期入所

加算 

緊急短期入所受入加算つい

て、緊急利用枠以外の空床が

ある場合は算定できないことと

されているが、老企４０（１３）②

エに「例えば、緊急利用枠以外

の空床はあるが、緊急利用者

の希望する利用日数の関係又

は男女部屋の関係から当該空

床を利用することができないな

ど、やむを得ない事情がある場

合には緊急利用枠の利用が可

能」とされたが、やむを得ない事

情とは具体的にどのような場合

なのか。 

例①：男女部屋の関係から空床利用枠を利用することができない

ケース 

利用定員が２０床の短期入所生活介護事業所（緊急確保枠はそ

の５％の１床＝２０床目）で、１８床の利用があった。１９床目が多

床室の男性部屋で２０床目が女性部屋の場合、緊急利用者が女

性だとしたら１９床目は利用出来ず２０床目を利用することになる

ので、緊急短期入所受入加算が算定可能となる。なお、当該事業

所の１９床目が空いているが、これは緊急利用枠以外のベッドと

なり、緊急利用枠（２０床目）は既に利用されているので、１９床目

の利用者は利用の理由如何を問わず、受入加算は算定できな

い。 

例②：利用日数の関係から空床利用枠を利用することができない

ケース 

４／１に緊急利用枠以外の空床があり、４／２に緊急利用枠以外

に空床がない場合において、緊急利用者を４／１に受け入れた場

合、緊急利用期間が１日のみの場合、緊急利用枠以外の空床が

利用可能であることから受入加算の算定はできない。一方、緊急

24.3.16 

介護保険最新情報

Vol.267 

H24 年度報酬改定

Q&A Vol.1 

93 



4 

報

酬 

緊急短期入所

加算

4 

報

酬 

緊急短期入所

加算

4 

報

酬 

緊急短期入所

加算

4 

報

酬 

緊急短期入所

加算

4 その他

緊急短期入所

加算 

緊急短期入所受入加算を算定

している緊急利用者が、当該加

算算定期間満了後も退所せ

ず、引き続き緊急利用枠の同一

ベッドを利用している場合、どの

ように緊急利用枠を確保すれば

よいのか。

緊急短期入所

加算 

緊急利用枠を４／５から４／１９

に確保している事業所におい

て、４／１９に緊急利用枠を利

用した場合、緊急短期入所受入

加算は何日間算定できるのか。

緊急短期入所

加算 

緊急短期入所受入加算を算定

している者の緊急利用期間が

月をまたいだ場合はどのように

取り扱うのか。

緊急短期入所

加算 

緊急短期入所受入加算の算定

実績が連続する３

れば、続く３月間は緊急短期入

所体制確保加算及び緊急短期

入所受入加算は算定できない

こととされたが、具体的にどの

ように取り扱うのか。

その他 利用者に対し連続して３０日を

緊急短期入所受入加算を算定

している緊急利用者が、当該加

算算定期間満了後も退所せ

ず、引き続き緊急利用枠の同一

ベッドを利用している場合、どの

ように緊急利用枠を確保すれば

よいのか。 

緊急利用枠を４／５から４／１９

に確保している事業所におい

て、４／１９に緊急利用枠を利

用した場合、緊急短期入所受入

加算は何日間算定できるのか。

緊急短期入所受入加算を算定

している者の緊急利用期間が

月をまたいだ場合はどのように

取り扱うのか。 

緊急短期入所受入加算の算定

実績が連続する３

れば、続く３月間は緊急短期入

所体制確保加算及び緊急短期

入所受入加算は算定できない

こととされたが、具体的にどの

ように取り扱うのか。

利用者に対し連続して３０日を

緊急短期入所受入加算を算定

している緊急利用者が、当該加

算算定期間満了後も退所せ

ず、引き続き緊急利用枠の同一

ベッドを利用している場合、どの

ように緊急利用枠を確保すれば

緊急利用枠を４／５から４／１９

に確保している事業所におい

て、４／１９に緊急利用枠を利

用した場合、緊急短期入所受入

加算は何日間算定できるのか。 

緊急短期入所受入加算を算定

している者の緊急利用期間が

月をまたいだ場合はどのように

緊急短期入所受入加算の算定

実績が連続する３ 月間になけ

れば、続く３月間は緊急短期入

所体制確保加算及び緊急短期

入所受入加算は算定できない

こととされたが、具体的にどの

ように取り扱うのか。 

利用者に対し連続して３０日を

利用期間が２日以上の場合は、利用日数の関係により４／２に緊

急利用枠以外の空床を利用できないことから、４／１から緊急利

用枠を利用することにより受入加算を算定できる。

当該事業所の緊急利用枠が、算定期間の満了した緊急利用者

が引き続き利用している等の理由により、緊急利用枠として利用

できない場合、当該緊急利用枠以外の新たなベッドを緊急利用枠

として確保することにより、別の緊急利用者に対して当該加算の

算定が可能である。この場合、あらかじめ確保していた緊急利用

枠は、通常の空床枠と同じ取扱いになる。

 

４／１９に緊急利用者として緊急利用枠を利用した場合、４／２０

以降が緊急利用枠を確保している期間ではなかったとしても、引

き続き当該事業所を利用している場合においては、７日間を限度

として緊急短期入所受入加算の算定ができる。

緊急利用期間が月をまたいだ場合であっても、通算して７日を限

度として算定可能である。なお、この場合において、引き続き緊急

利用枠を利用している場合に限り、翌月も緊急短期入所受入加

算の算定実績に含めて差し支えない。

毎月末時点の算定の有無で判断する。例えば、最後の緊急受入

が４／１０の場合、４月の実績は有りとなる。また、５月～７月の実

績が無い場合は、８月～１０月は両加算の算定ができない。１１月

から緊急短期入所体制確保加算を算定したい場合は、８～１０月

の稼働率が１００分の９０である必要がある。

当該期間内に介護予防短期入所生活介護の利用実績がある場

利用期間が２日以上の場合は、利用日数の関係により４／２に緊

急利用枠以外の空床を利用できないことから、４／１から緊急利

用枠を利用することにより受入加算を算定できる。

当該事業所の緊急利用枠が、算定期間の満了した緊急利用者

が引き続き利用している等の理由により、緊急利用枠として利用

できない場合、当該緊急利用枠以外の新たなベッドを緊急利用枠

として確保することにより、別の緊急利用者に対して当該加算の

算定が可能である。この場合、あらかじめ確保していた緊急利用

枠は、通常の空床枠と同じ取扱いになる。

４／１９に緊急利用者として緊急利用枠を利用した場合、４／２０

以降が緊急利用枠を確保している期間ではなかったとしても、引

き続き当該事業所を利用している場合においては、７日間を限度

として緊急短期入所受入加算の算定ができる。

緊急利用期間が月をまたいだ場合であっても、通算して７日を限

度として算定可能である。なお、この場合において、引き続き緊急

利用枠を利用している場合に限り、翌月も緊急短期入所受入加

算の算定実績に含めて差し支えない。

毎月末時点の算定の有無で判断する。例えば、最後の緊急受入

が４／１０の場合、４月の実績は有りとなる。また、５月～７月の実

績が無い場合は、８月～１０月は両加算の算定ができない。１１月

から緊急短期入所体制確保加算を算定したい場合は、８～１０月

の稼働率が１００分の９０である必要がある。

当該期間内に介護予防短期入所生活介護の利用実績がある場

利用期間が２日以上の場合は、利用日数の関係により４／２に緊

急利用枠以外の空床を利用できないことから、４／１から緊急利

用枠を利用することにより受入加算を算定できる。

当該事業所の緊急利用枠が、算定期間の満了した緊急利用者

が引き続き利用している等の理由により、緊急利用枠として利用

できない場合、当該緊急利用枠以外の新たなベッドを緊急利用枠

として確保することにより、別の緊急利用者に対して当該加算の

算定が可能である。この場合、あらかじめ確保していた緊急利用

枠は、通常の空床枠と同じ取扱いになる。 

４／１９に緊急利用者として緊急利用枠を利用した場合、４／２０

以降が緊急利用枠を確保している期間ではなかったとしても、引

き続き当該事業所を利用している場合においては、７日間を限度

として緊急短期入所受入加算の算定ができる。

緊急利用期間が月をまたいだ場合であっても、通算して７日を限

度として算定可能である。なお、この場合において、引き続き緊急

利用枠を利用している場合に限り、翌月も緊急短期入所受入加

算の算定実績に含めて差し支えない。 

毎月末時点の算定の有無で判断する。例えば、最後の緊急受入

が４／１０の場合、４月の実績は有りとなる。また、５月～７月の実

績が無い場合は、８月～１０月は両加算の算定ができない。１１月

から緊急短期入所体制確保加算を算定したい場合は、８～１０月

の稼働率が１００分の９０である必要がある。

当該期間内に介護予防短期入所生活介護の利用実績がある場

利用期間が２日以上の場合は、利用日数の関係により４／２に緊

急利用枠以外の空床を利用できないことから、４／１から緊急利

用枠を利用することにより受入加算を算定できる。 

当該事業所の緊急利用枠が、算定期間の満了した緊急利用者

が引き続き利用している等の理由により、緊急利用枠として利用

できない場合、当該緊急利用枠以外の新たなベッドを緊急利用枠

として確保することにより、別の緊急利用者に対して当該加算の

算定が可能である。この場合、あらかじめ確保していた緊急利用

４／１９に緊急利用者として緊急利用枠を利用した場合、４／２０

以降が緊急利用枠を確保している期間ではなかったとしても、引

き続き当該事業所を利用している場合においては、７日間を限度

として緊急短期入所受入加算の算定ができる。 

緊急利用期間が月をまたいだ場合であっても、通算して７日を限

度として算定可能である。なお、この場合において、引き続き緊急

利用枠を利用している場合に限り、翌月も緊急短期入所受入加

毎月末時点の算定の有無で判断する。例えば、最後の緊急受入

が４／１０の場合、４月の実績は有りとなる。また、５月～７月の実

績が無い場合は、８月～１０月は両加算の算定ができない。１１月

から緊急短期入所体制確保加算を算定したい場合は、８～１０月

の稼働率が１００分の９０である必要がある。 

当該期間内に介護予防短期入所生活介護の利用実績がある場

利用期間が２日以上の場合は、利用日数の関係により４／２に緊

急利用枠以外の空床を利用できないことから、４／１から緊急利

当該事業所の緊急利用枠が、算定期間の満了した緊急利用者

が引き続き利用している等の理由により、緊急利用枠として利用

できない場合、当該緊急利用枠以外の新たなベッドを緊急利用枠

として確保することにより、別の緊急利用者に対して当該加算の

算定が可能である。この場合、あらかじめ確保していた緊急利用
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４／１９に緊急利用者として緊急利用枠を利用した場合、４／２０ 

以降が緊急利用枠を確保している期間ではなかったとしても、引

き続き当該事業所を利用している場合においては、７日間を限度
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緊急利用期間が月をまたいだ場合であっても、通算して７日を限

度として算定可能である。なお、この場合において、引き続き緊急

利用枠を利用している場合に限り、翌月も緊急短期入所受入加
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毎月末時点の算定の有無で判断する。例えば、最後の緊急受入

が４／１０の場合、４月の実績は有りとなる。また、５月～７月の実

績が無い場合は、８月～１０月は両加算の算定ができない。１１月

から緊急短期入所体制確保加算を算定したい場合は、８～１０月
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当該期間内に介護予防短期入所生活介護の利用実績がある場 24.3.16 
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報

酬 

超えて短期入所生活介護を行

っている場合において、３０日を

超える日以降に行った短期入

所生活介護については、短期

入所生活介護費は算定できな

いが、その連続する期間内に介

護予防短期入所生活介護の利

用実績がある場合はどのように

取り扱うのか。 

合は、その期間を含める取り扱いとなる。 

なお、短期入所療養介護と介護予防短期入所療養介護について

も同様の取り扱いとなる。 

（削除） 

次のＱ＆Ａを削除する。 

１ 平成１８年Ｑ＆Ａ（ｖｏｌ．１）問５９～６４ 

２ 平成２１年Ｑ＆Ａ（ｖｏｌ．１）問８５、８７、１０９ 

介護保険最新情報

Vol.267 

H24 年度報酬改定

Q&A Vol.1 

4 

報

酬 

 

緊急短期入所

受入加算 

緊急利用者が、やむを得ない事

情により利用期間が延長となっ

た結果、当該延長期間中、緊急

利用枠以外の空床がなく緊急

利用枠を利用した場合、緊急短

期入所受入加算の算定は可能

か。 

可能である。ただし、緊急の利用として指定短期入所生活介護を

行った日から起算して 7 日以内に限り算定を可能とする。なお、こ

の取扱いは、やむを得ない事情により利用期間が延長になった

場合にのみ適用されるものであり、事業所内の調整により緊急利

用者を緊急利用枠に移動させても加算の対象にはならない。 

（例） 

・ 緊急の利用者が 4/1 に緊急利用枠以外の空床に入所（当初

は 4/3 まで利用する予定であり、4/4 以降は当該ベッドは埋まっ

ている。） 

・ やむを得ない事情により 4/7 まで延長利用が決定したが、4/4 

以降は緊急利用枠しか空きがないため、緊急利用枠を利用。 

・ 緊急短期入所受入加算の算定は「指定短期入所生活介護を

行った日から起算して 7 日以内」であることから、4/1 から起算し

て 7 日以内である 4/7 までのうち、緊急利用枠を利用した 4/4～

4/7 について、緊急短期入所受入加算の算定が可能となる。 
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介護保険最新情報

Vol.284 
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Q&A Vol.3 
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5 

そ

の

他 

「短期入所」と

「施設入所」の

違い 

 短期入所的な施設サービスの

利用について、短期入所サービ

スとして行う場合と施設サービ

スとして行う場合の明確な基準

はあるか。 

 短期入所サービスについては、その運営に関する基準において

「サービスの内容及びその利用期間等について利用申込者の同

意を得なければならない」とされており、あらかじめ利用期間（退

所日）を定めて入所するという前提がある。 

  したがって、あらかじめ退所日を決めて入所する場合、そのサ

ービスは短期入所サービスであり、このようなサービス利用を「施

設入所」とみなすことは、短期入所の利用日数に一定の限度を設

けた趣旨を没却する結果につながるため、認められないものであ

る。 

12.3.31 事務連絡 

介護保険最新情報

vol.59   

介護報酬等に係る

Q&A 

Ⅲ1 

5 

そ

の

他 

連続３０日を超

える短期入所 

利用者の希望により達続 31 日

を超える短期入所を計画した場

合、サービス利用票の月間計

画、サービス利用票別表上どの

ように記載すべきか. 

サービス利用票は利用者に保険対象内外のサーピスを区分して

記栽し、説明することを基本としていることから、介護保検の短期

入所にあたらない 31 日目以降についてもサービス利用票の記

載対線となる。 

13.8.29 

事務連絡 

介護保険最新情報

vol.116 

訪問通所サービス

及ぴ短期入所サー

ビスの支給限度額

の一本化に係る

Q&A 及び関連帳票

の記載例について 

Ⅰ

（２） 

5 

そ

の

他 

要介護認定期

間中の短期入

所利用日数の

確認 

月の途中で変更認定等が行わ

れた場合は新たな要介護認定

期間に切り替わることとなる。こ

の場合に、サービス利用票別表

における「要介護認定期間中の

短期入所利用日数の確認」欄

はどのように記載するのか。 

変更認定後は、新たな要介護認定期間となり、要介護認定期間

中における短期入所の利用日数の確認も、新たな認定有効期間

の開始日から行うこととなる。変更認定のあった月においては、前

月までの利用日数をゼロとしてサービス利用票別表を作成して、

変更認定後の期間について短期入所利用通算日数の確認を行

う。 

13.8.29 

事務連絡 

介護保険最新情報

vol.116 

訪問通所サービス

及ぴ短期入所サー

ビスの支給限度額

の 一 本 化 に 係 る

Q&A 及び関連帳票

の記載例について 

Ⅰ

（１）

１ 

5 

そ

要介護認定期

間中の短期入

所利用日数の

変更認定等により、当初設定さ

れていた要介護認定期間の終

了日より前に次の認定有効期

サービス計画作成時点においては当初の要介護認定期間を前提

として短期入所の計画を立てているものであり、このようなケース

は問題とならない。 

13.8.29 

事務連絡 

介護保険最新情報

Ⅰ

（１）

２ 



の

他 

確認 間に切り替わった場合、短期入

所の利用を前倒しで行っている

と、結果として変更認定前の短

期入所利用日数が要介護認定

期間の半分を超えてしまう可能

性がある。この場合どのように

取り扱うか。 

vol.116 

訪問通所サービス

及ぴ短期入所サー

ビスの支給限度額

の 一 本 化 に 係 る

Q&A 及び関連帳票

の記載例について 

5 

そ

の

他 

要介護認定期

間中の短期入

所利用日数の

確認 

連続 30 日を超えて短期入所を

行った実績がある場合、30 日を

超える利用日を短期入所の利

用日数として通算し、要介護認

定期間の半数との比較に含め

るか。 

連続 30 日を超えた利用日については介護保険対象の短期入所

とはみなされず、保険給付の対象ともならないため、要介護認定

期間の半数と比較する短期入所の利用日数には含めない。 

13.8.29 

事務連絡 

介護保険最新情報

vol.116 

訪問通所サービス

及ぴ短期入所サー

ビスの支給限度額

の 一 本 化 に 係 る

Q&A 及び関連帳票

の記載例について 

Ⅰ

（１）

３ 

5 

そ

の

他 

要介護認定期

間中の短期入

所利用日数の

確認 

区分限度を超えて短期入所を

行った実績がある場合、短期入

所の利用日数として通算し、要

介護認定期間の半数との比較

に含めるか。 

区分支給限度基準額を超えて全額利用者負担で利用した短期入

所の日数については、「要介護認定期間中の短期入所利用日数

の確認」欄において短期入所の利用日数には含めない。限度内

相当部分としての要介護認定期間の半数との比較に含める日数

は以下の算式により算出する。 

短期入所サービスの区分支給限度基準内単位数 ÷ 短期入所

の総単位数 × 短期入所の総利用日数（小数点以下切り捨て） 
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及ぴ短期入所サー
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